
平成 22 年 8 月 10 日 

株主の皆さまへ 

武 蔵 野 興 業 株 式 会 社 

代表取締役社長 河野 義勝 

 

 

株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

 

株主の皆さまにおかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

今般、株主優待券の有効期限を下記のとおり変更させていただきたくお知ら

せいたします。何卒、今回の変更主旨をご理解いただきますようお願い申し上

げます。 

今後も、お客様に喜ばれる映画の上映に邁進してまいります。引き続きご愛

顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

記 

 

１．変更理由 

  当社は、平成 19 年１月より株主優待券の利便性を高める主旨で 10 日間の

延長期間を設けました。しかしながら、この重複する期間に混雑が増幅しご

不便をおかけすることが多くなっております。今般、この混雑を緩和する意

図で延長期間をなくすものです。 

 

２．変更の内容 

有効期限の変更：有効期限最終月の翌月 10 日迄の 10 日間を有効期限から

除外いたします。 

 

変更前 変更後 

１月１日～３月１０日 
 

３月１日～５月１０日 

５月１日～７月１０日 

７月１日～９月１０日 

１月１日～２月２８日 
（閏年は２９日） 

３月１日～４月３０日 

５月１日～６月３０日 

７月１日～８月３１日 



９月１日～１１月１０日 

１１月１日～翌年１月１０日 

９月１日～１０月３１日 

１１月１日～１２月３１日 

 

３．変更の時期 

  平成 22 年９月末日権利確定分より変更いたします。 

  (平成 22 年 12 月上旬発送分、有効期限が平成 23 年１月から６月末日分より) 

 

以上 

 

本件に関するお問い合わせ先 

武蔵野興業株式会社 総務部 

℡03-3352-0052 


